
議案第６５号 

 

三田市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

三田市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

令和４年１１月２４日提出 

 

三田市長 森  哲 男    



三田市条例第  号 

 

三田市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

三田市都市公園条例（平成２年三田市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の１６４の項を次のように改める。 

１６４ 新三田桜のこみち

公園 

三田市福島１丁目４番 街区公園 

 別表第５を次のように改める。 

別表第５（第１９条関係） 

公園名  施設名  使用期間  使用時間  

城 山 公

園  

野球場  

テ ニ ス

コート  

１月５日

から１２

月２７日

まで  

１月から３月

まで及び１２

月 

午前９時から午後９時まで 

４ 月 及 び １

１月  

午 前 ９ 時 か ら 午 後 ９ 時 ま

で （ 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び

祝 日 は 、 午 前 ７ 時 か ら 午

後９時まで）  

５ 月 か ら １

０月まで  

午 前 ７ 時 か ら 午 後 ９ 時 ま

で  

陸 上 競

技場  

１月５日

から１２

月２７日

まで  

１月、２月及

び１２月 

午前９時から午後５時まで 

３月  午前９時から午後６時まで 

４月 午前９時から午後６時まで

（土曜日、日曜日及び祝日は、

午前７時から午後６時まで） 

５ 月 か ら ８

月まで  

午 前 ７ 時 か ら 午 後 ７ 時 ま

で  



９月  午 前 ７ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま

で  

１０月  午 前 ７ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま

で  

１１月  午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま

で （ 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び

祝 日 は 、 午 前 ７ 時 か ら 午

後５時まで）  

体育館  １月５日

から１２

月２７日

まで  

午前９時から午後９時まで  

三 田 谷

公園  

テニス

コート  

多 目 的

広場  

１月５日

から１２

月２７日

まで  

１月、２月及

び１２月 

午前９時から午後５時まで 

３月  午前９時から午後６時まで 

４月 午前９時から午後６時まで

（土曜日、日曜日及び祝日は、

午前７時から午後６時まで） 

５ 月 か ら ８

月まで  

午 前 ７ 時 か ら 午 後 ７ 時 ま

で  

９月  午 前 ７ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま

で  

１０月  午 前 ７ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま

で  

１１月  午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま

で （ 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び

祝 日 は 、 午 前 ７ 時 か ら 午

後５時まで）  

中 央 公

園  

テニス

コート  

１月５日

から１２

１月、２月及

び１２月 

午前９時から午後５時まで 



多 目 的

広場  

月２７日

まで  

３月 午前９時から午後６時まで 

４月 午前９時から午後６時まで

（土曜日、日曜日及び祝日は、

午前７時から午後６時まで） 

５月から８月

まで 

午前７時から午後７時まで 

９月 午前７時から午後６時まで 

１０月 午前７時から午後５時まで 

１１月 午前９時から午後５時まで

（土曜日、日曜日及び祝日は、

午前７時から午後５時まで） 

学 園 東

公園  

多 目 的

広場  

１月５日

から１２

月２７日

まで  

１月、２月及

び１２月 

午前９時から午後５時まで 

３月 午前９時から午後６時まで 

４月 午前９時から午後６時まで

（土曜日、日曜日及び祝日は、

午前７時から午後６時まで） 

５月から８月

まで 

午前７時から午後７時まで 

９月 午前７時から午後６時まで 

１０月 午前７時から午後５時まで 

１１月 午前９時から午後５時まで

（土曜日、日曜日及び祝日は、

午前７時から午後５時まで） 

駒 ケ 谷

運 動 公

園  

野球場  

 

１月５日

から１２

月２７日

まで  

１ 月 か ら ３

月 ま で 及 び

１２月  

午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま

で  

４ 月 及 び １

１月  

午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま

で （ 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び

祝 日 は 、 午 前 ７ 時 か ら 午



後５時まで）  

５ 月 か ら ８

月まで  

午 前 ７ 時 か ら 午 後 ７ 時 ま

で  

９ 月 及 び １

０月  

午 前 ７ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま

で  

テ ニ ス

コート 

１月５日

から１２

月２７日

まで  

１月、２月及

び１２月 

午前９時から午後５時まで 

３月 午前９時から午後６時まで 

４月 午前９時から午後６時まで

（土曜日、日曜日及び祝日は、

午前７時から午後６時まで） 

５月から８月

まで 

午前７時から午後７時まで 

９月 午前７時から午後６時まで 

１０月 午前７時から午後５時まで 

１１月 午前９時から午後５時まで

（土曜日、日曜日及び祝日は、

午前７時から午後５時まで） 

多 目 的

広場 

１月５日

から１２

月２７日

まで  

１月から３月

まで及び１２

月 

午前９時から午後９時まで 

４月及び１１

月 

午前９時から午後９時まで 

（土曜日、日曜日及び祝日は、

午前７時から午後９時まで） 

５月から１０

月まで 

午前７時から午後９時まで 

体育館  １月５日

から１２

月２７日

まで  

午前９時から午後９時まで  



テ ク ノ

公園  

多 目 的

広場  

１月５日

から１２

月２７日

まで  

１月、２月及

び１２月 

午前９時から午後５時まで 

３月 午前９時から午後６時まで 

４月 午前９時から午後６時まで

（土曜日、日曜日及び祝日は、

午前７時から午後６時まで） 

５月から８月

まで 

午前７時から午後７時まで 

９月 午前７時から午後６時まで 

１０月 午前７時から午後５時まで 

１１月 午前９時から午後５時まで

（土曜日、日曜日及び祝日は、

午前７時から午後５時まで） 

小 野 公

園  

多 目 的

広場  

１月５日

から１２

月２７日

まで  

１ 月 か ら ３

月 ま で 及 び

１２月  

午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま

で  

４ 月 及 び １

１月  

午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま

で （ 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び

祝 日 は 、 午 前 ７ 時 か ら 午

後５時まで）  

５月から８月

まで 

午前７時から午後７時まで 

９月及び１０

月 

午前７時から午後５時まで 

下 青 野

公園  

 

 

 

 

テニス

コート  

 

 

１月５日

から１２

月２７日

まで  

 

 

１月から３月

まで及び１２

月 

午前９時から午後５時まで 

４月及び１１

月 

午前９時から午後５時まで

（土曜日、日曜日及び祝日は、

午前７時から午後５時まで） 



  ５月から８月

まで 

午前７時から午後７時まで 

９月及び１０

月 

午前７時から午後５時まで 

 備考 この表中「祝日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日をいう。 

付 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


